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アセットマネジメント（長期的視野に立った計画的資産管理）の推進①

○水道施設は新たに拡張する時代から今ある施設の維持を中心とした時代へと移り変わり、保有する
施設を計画的に更新することが重要となっている。

○水需要の減少が想定されるなか、更新時に合わせて、施設規模の適正化を進めることも効率的に事
業運営を行う上で重要である。

（アセットマネジメントの義務付け）
○こうしたことを踏まえ、水道施設の修繕、更新、耐震化及び再構築（以下「更新等」という。）を、長期

的視野に立って更新需要を把握した上で、財源確保を考慮しつつ計画的に行うことを、水道事業者に
義務付けるべきである。

（アセットマネジメントによる更新需要等の公表）
○更新等の工事の実施や水道料金への理解を求めるため、水道施設の老朽化等の状況及び長期的

視野に立った更新等の見込み（更新等の内容・時期・所要額）を需要者へ情報提供することを水道事
業者に義務付けるべきである。

（認可権者による働きかけの強化）
○アセットマネジメントの実効性を担保するため、現在国が行っている各水道事業者の運営に関する情

報の公表にとどまらず、認可権者による働きかけを強化するべきである。

水道事業基盤強化方策検討会で示された基本的な方向性
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平成27年度に実施した現況調査の結果から、アセットマネジメントの現状と課題について
更に分析を実施。
更新需要と財政収支の見通しの試算実施状況と未実施要因

○水道事業者のうち、約３５％（５２０事業者）が未実施（H27.3月末時点）。うち約８７％（４５２事業者）が
給水人口５万人以下の事業者。

○未実施の理由は「①人員、時間がない」「②予算がない」「③資産データがそろわない」と回答。
○「資産データがそろわない」を選択した事業体への聞き取り調査より、下記の要因があると判明。

①市町村合併等による資料整理不足
②データはあるが、一括管理できていない。
③過去からの一部データの整備不足
④文書保存期間が過ぎた等の理由により施設データや点検・修繕データを破棄

更新需要と財政収支の見通しの試算結果の活用状況と未活用要因
○実施済み事業者（６２２事業者）のうち、約５割が試算結果を十分活用していない状況。

○結果が活用されていない主たる理由は、「更新需要の精度が低く、施設整備計画や財政計画の根拠
として使用できない」ためと回答。

○未活用である要因（更新需要の精度が低い要因）としては、下記のものが挙げられる。
① アセットマネジメントの前提となる必要な情報整備がなされていない。
②日常の運転管理・点検調査や施設の診断・評価が不十分。

○試算結果を首長や水道事業管理者まで共有している場合と、水道技術管理者や各担当者のみで共
有している場合を比較すると、首長等まで共有している場合の方が、計画の策定や料金改定等に試
算結果が活用されている傾向。

現 状

アセットマネジメント（長期的視野に立った計画的資産管理）の推進②
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１．水道施設台帳の整備について

○施設データの不存在は、アセットマネジメントの実施のみならず、水道施設の維持管理、災害対応に
おいても問題となり、かつ、広域連携や官民連携の推進においても資産データの整備が重要である
ことから、他の社会資本（河川、下水道等）と同様に、水道においても、水道事業者に対して台帳の
整備を義務付けることとしてはどうか。

〇中小規模の水道事業者は人員的予算的余裕がないと考えられるため、例えば、広域連携の一環と
して、職員ＯＢやコンサルタント、他の事業体からの人材の活用により台帳を整備する体制の整備を
厚生労働省が支援すること等により、台帳の整備を進めるべきではないか。

○台帳の内容は、施設の取得年度、構造材質等、数量、図面等とし、データが一部欠損している場合
には、職員ＯＢへの聞き取りや現地調査等により概略を把握するものとしてはどうか。

主な論点と対応案

アセットマネジメント（長期的視野に立った計画的資産管理）の推進③【検討事項】
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２．施設の維持修繕・点検について

○水道施設の運転管理・点検調査や診断・評価は、更新需要の平準化や規模の適正化（ダウンサイジ
ング等）、長寿命化を行い、精度の高い更新需要と財政収支の見通しを試算するために必要である。
また、平成24年度の中央自動車道笹子トンネル天井板落下事故以降、社会資本の適切な維持管

理に関する社会的要請が高まっていることから、老朽化に起因する事故の防止や適切な災害対応
等のため、他の社会資本と同様に、水道事業者は水道施設の維持修繕・点検を行うとともに、その結
果を次期点検まで保存することとしてはどうか。

○施設の維持管理については、施設の状態を把握して対策を行う状態監視保全（※１）を基本としては
どうか。ただし、管路等の埋設構造物等は、点検による状態把握が困難なため、時間計画保全（※
２）を基本としてはどうか。
※１ 状態監視保全・・・点検調査や診断結果に基づき、施設の状態に応じて更新等の対応を行う。
※２ 時間計画保全・・・法定耐用年数や供用年数に基づき、一定周期ごとに更新等の対策を行う。

〇水道施設の点検方法・内容等については、適時適切な方法で実施すべきことを法令に規定し、具体
的な内容は、水道事業者が、自ら保有する施設の状況等を勘案して、日本水道協会の水道維持管
理指針等を参考に定めることとしてはどうか。

主な論点と対応案

アセットマネジメント（長期的視野に立った計画的資産管理）の推進④【検討事項】
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３．更新需要や財政収支の見通しに基づく計画的な更新について

○水道台帳の整備及び施設の維持修繕・点検に加えて、将来にわたって自らの経営を安定的に継続するため、水道
事業者は、更新需要や財政収支の見通しの試算結果に基づき、水道施設の計画的な更新・耐震化や規模の適正
化を実施するよう努めることを法令上位置付けてはどうか。

○簡易水道事業者は、規模が小さく、固定資産台帳が整備されていないところが多いと考えられるが、まずは水道台
帳の整備や施設の維持修繕・点検により、現状の資産管理を行うとともに、水道事業を将来にわたり安定的に経
営するため、更新需要や財政収支の見通しに基づく計画的な更新に努めることが望ましいが、どうか。

【更新需要や財政収支の見通しに基づく計画的な更新の内容】

・計画的な更新とは、中長期的な更新需要と財政収支の見通しの試算を行い、あらかじめ施設の重要度や健全度を考慮して具体的な
更新施設や更新時期を明確に定めた上で、施設の更新を実施すること。

・なお、計画的な更新に際しては、各水道事業者の実情に応じて、水需要予測に見合った適切な規模の見直し、長寿命化、災害対応等
を検討した上で、必要な施設を選定し、更新・規模の縮小を行うことが重要。

〇中小規模の水道事業者は人員的予算的余裕がないと考えられるため、例えば、広域連携の一環として、職員ＯＢ
やコンサルタント、他の事業体からの人材の活用により試算や更新工程を定める体制の整備を厚生労働省が支援
したり、総務省の進める経営戦略に対する財政措置なども活用しながら、更新需要や財政収支の見通しを作成し、
計画的な更新を進めるべきではないか。

４．更新需要や財政収支の見通しの公表について

○将来にわたり水道事業を持続可能なものとするためには、財源を確保しつつ適正な施設更新を行う必要があり、こ
のことについて、簡易水道を含め、水道事業者たる市町村等が説明責任を果たし、住民の理解を醸成していくため
に、中長期的な更新需要と財政収支の見通しの試算を行った場合には、公表するよう努めることとしてはどうか。

※試算結果については、水道事業経営の見通しを含めて提示するなど住民に対して分かり易く発信することが望まれる。

主な論点と対応案

アセットマネジメント（長期的視野に立った計画的資産管理）の推進⑤【検討事項】
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更新需要の試算に必要な施設データ（案）
（施設台帳に記載することが望ましいデータ）
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○日常の管理業務等を通じてデータ収集。
○調書及び図面を用いて一元管理。
○工事等で変更が生じた場合には、完工図を転用する等により、速やかに台帳の修正を図り、施設の最新状

況を把握。
○台帳の電子化（データベース化、マッピングシステム等）を積極的に推進。

施設データ整備の基本的事項

資産データの一部が欠損している場合、以下の方法等により概略を把握し、台帳に反映。
○過去の工事記録整理（①②③④⑤）
○職員ＯＢへの聞き取り調査（①②③④⑤）
○現地調査で把握（②③④⑤）
○当該市町村の他の社会資本の整備状況から推測（①）
○隣接市町村の同種施設（例えば、同種管路等）の整備年度から推測（①）

※ 施設データ整備の在り方については、今後更に検討を行う。

施設の種類 代表的構造物 主たる必要情報

貯水施設 ダム、湖沼等

取水施設 取水堰、取水塔等

導水施設 管路、導水路、導水ポンプ等

浄水施設 着水井、各種浄化施設、管理用建屋等

送水施設 管路、送水ポンプ等

配水施設 管路、配水池、配水塔等

機械・電気・計装設備 各種機械設備、計装設備等

①取得年度

②所在地（図面等）

③構造形式・材質

④形状寸法・容量・能力

⑤台数・基数・延長



参考資料
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施設台帳整備の必要性と考えられる効果

○水道の維持管理の適切化と水道施設の機能の適正な把握
⇒ 水道施設の適切な管理の充実

○水道需要者への適切な情報提供や苦情等への適切な対応
⇒ 水道サービスの充実

○他の社会資本整備を担う事業者や水需要者との協議・調整の円滑化
⇒ 社会資本整備の効率化

○災害対応における被害状況の把握、復旧計画の検討の基礎資料
⇒ 被害の最小化、迅速な復旧、復興

○広域連携や官民連携を行う際の前提
⇒ 水道事業者の資産の所有状況の透明性が向上し、広域連携や官民連携の促進に

つながる

施設台帳整備の必要性と考えられる効果

台帳整備は、自らの資産管理に不可欠であることに加え、広域化や官民連携を
推進する上でも重要であることから、簡易水道事業者や小規模な上水道事業者
を含めた全ての水道事業者において、台帳による施設データ整備を着実に実施
することが必要。
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データ整備の一例

○施設データについては、固定資産台帳又はマッピングシステムにより管理。
○データの整備については、コンサルタントに発注することもある。

施設データ整備中の水道事業者へのヒアリング結果

施設データの整備状況 施設データの整備はどのように進めているのか
施設データの整備に必要だった人数、

予算（コンサル発注の場合）期間

Ａ市
固定資産台帳とマッピングシステムを基にまと
めている。

更新履歴等を入れている。
アセットマネジメント（中長期的な更新需要の試
算）に必要なデータの収集に1年程度かかった。
データの整備はコンサルタントに発注している。

Ｂ市
上水：固定資産台帳と一部マッピングシステム
簡水：未整備（竣工図程度）

上水：一部だったマッピングシステムを全域へ（済）
簡水：固定資産台帳の作成とマッピングシステム（一部
未実施）

期間は概ね半年程度
資産台帳整理は職員一人
マッピングシステムは業者に委託（委託費１００
０万程度）

Ｃ市
固定資産台帳とマッピングで管理（一部不明管
有り）

固定資産台帳とマッピングの付け合わせを行い、可能な
限りの整理を行った。

データの整備状況
○小規模の水道事業者には、データが揃っていない状況。
○特に、簡易水道については、固定資産台帳も無い状況。

広域化に当たっての整備
○簡易水道のデータ整備は、上水道への統合の前段階としてデータの整備を実施中。
○固定資産台帳の作成をコンサルタントに委託する場合、作成までに１年ほどの見込み。
○データの整備から始めると、広域化までに時間がかかる。
○設備台帳のレベルについては、現状としてはまずは固定資産台帳を用意するという段階。
○設備台帳の整備を進めて、将来的には同一のシステムなどでの管理を目標とする。

広域化を検討中の水道事業者へのデータ整備の支援についてのヒアリング結果
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下水道の施設台帳管理の例

①調書（一部抜粋）
排水区域・処理区域の面積、人口、区域内の地名
共用開始の年月日
吐口の位置及び下水の放流先の名称
管渠の延長、マンホールの数
処理施設、ポンプ施設の位置、敷地面積、構造、能力
施設又は工作物の名称、位置、構造、設置者の指名と住所、設置の期間

②図面（一部抜粋）
一般図

・市区町村名及びその境界線
・主要な管渠及び吐口の位置並びに放流先の名称
・処理施設、ポンプ施設の位置並びに名称

施設平面図
・管渠の位置、形状、内のり寸法、勾配、区間距離及び管渠床高並びに流れ方向
・マンホールの位置、種類及び内のり寸法
・処理施設、ポンプ施設の敷地内の主要な施設の位置、形状、寸法、水位、名称

11上記の他にポンプ施設の調書、処理施設の調書等の様式が示されてい
る。

○調書の例 ○図面の例



施設台帳管理の例

マッピングシステム

○竣工年度
○管種
○口径
○工事名
○図面番号 等

登録されている情報図面管理管理する施設の種別（例）

○配水管
○給水管
○仕切弁
○空気弁
○消火栓 等
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社会資本の維持管理・更新に関する主な指摘等

（６）社会資本の長寿命化・老朽化対策等の促進について

「政府は、国直轄の社会資本についてはもとより、地方公共団体等が管轄する社会資本についても資金、技術、人材
等の支援を行うなどして、長寿命化・老朽化対策を早急かつ効率的に行い、社会資本の維持管理・更新費の縮減に
努めるべきである。」

参議院決算委員会決議（平成２３年１２月）

総務省行政評価・監視の勧告（平成２４年２月）

「港湾、空港、上下水道及び河川管理に関する施設について、法令台帳の整備の徹底、施設の定期点検・補修等の
確実な実施及び地方公共団体に対する必要な支援等の実施、長寿命化計画の策定によるライフサイクルコストの縮
減等を求める。」

中央自動車道笹子トンネル天井板落下事故（平成２４年１２月）

インフラ長寿命化基本計画（平成２５年１１月） インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議

国民の安全・安心を確保し、中長期的な維持管理・更新等に係るトータルコストの縮減や予算の平準化を図るとと
もに、維持管理・更新に係る産業（メンテナンス産業）の競争力を確保するための方向性を示すものとして、国や地方
公共団体、その他民間企業等が管理するあらゆるインフラを対象に、「インフラ長寿命化基本計画」を策定し、国や地
方公共団体等が一丸となってインフラの戦略的な維持管理・更新等を推進する。

「今後の社会資本の維持管理・更新のあり方について」答申（国交省）（平成２５
年１２月）

社会資本の維持管理・更新は国のみならず、地方公共団体等も含めた我が国全体の大きな問題である。真に必要
な社会資本整備とのバランスを取りながら、如何に戦略的に維持管理・更新（関係する点検・診断、評価、計画・設計
及び修繕等を含む）を行っていくかがまさに今問われている。

中央自動車道笹子トンネル（上り線）で、トンネル換気ダクト用に設置されている天井板が、138mにわたり落下し、
9名が死亡。
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他法令における維持・修繕に関する考え方

○道路法、河川法、下水道法では、笹子トンネル事故以降、維持修繕に関する規定を追加
整備。

○同規定では、対象構造物について、「良好な状態に保つように維持し、修繕」することによ
り、施設の機能維持や安全保持等に努めることとされている。

○水道においても、他の社会資本と同様に、 良好な状態に保つように維持し、修繕し、もっ
て施設の機能維持や安全保持に努める規定を設けることが必要と考えられる。

道路法 河川法 下水道法

道路法施行令 河川法施行令 下水道法施行令
（道路の維持又は修繕に関する技術的基準等）
第三十五条の二 　法第四十二条第二項 の政令で定める道路の
維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、次のと
おりとする。
一 　道路の構造、交通状況又は維持若しくは修繕の状況、道路
の存する地域の地形、地質又は気象の状況その他の状況（次号
において「道路構造等」という。）を勘案して、適切な時期に、道路
の巡視を行い、及び清掃、除草、除雪その他の道路の機能を維持
するために必要な措置を講ずること。

（河川管理施設等の維持又は修繕に関する技術的基準等）
第九条の三 　法第十五条の二第二項 の政令で定める河川管理
施設又は許可工作物（以下この条において「河川管理施設等」と
いう。）の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項
は、次のとおりとする。
一 　河川管理施設等の構造又は維持若しくは修繕の状況、河川
の状況、河川管理施設等の存する地域の気象の状況その他の状
況（次号において「河川管理施設等の構造等」という。）を勘案し
て、適切な時期に、河川管理施設等の巡視を行い、及び草刈り、
障害物の処分その他の河川管理施設等の機能（許可工作物にあ
つては、河川管理上必要とされるものに限る。）を維持するために
必要な措置を講ずること。

（公共下水道又は流域下水道の維持又は修繕に関する技術上の
基準等）
第五条の十二 　法第七条の二第二項 （法第二十五条の十八 に
おいて準用する場合を含む。）に規定する政令で定める公共下水
道又は流域下水道の維持又は修繕に関する技術上の基準その他
必要な事項は、次のとおりとする。
一 　公共下水道又は流域下水道（以下この条において「公共下水
道等」という。）の構造又は維持若しくは修繕の状況、公共下水道
等に流入する下水の量又は水質、公共下水道等の存する地域の
気象の状況その他の状況（以下この項において「公共下水道等の
構造等」という。）を勘案して、適切な時期に、公共下水道等の巡
視を行い、及び清掃、しゆんせつその他の公共下水道等の機能を
維持するために必要な措置を講ずること。

（道路の維持又は修繕）
第四十二条 　道路管理者は、道路を常時良好な状態に保つよう
に維持し、修繕し、もつて一般交通に支障を及ぼさないように努め
なければならない。

（河川管理施設等の維持又は修繕）
第十五条の二 　河川管理者又は許可工作物の管理者は、河川管
理施設又は許可工作物を良好な状態に保つように維持し、修繕
し、もつて公共の安全が保持されるように努めなければならない。

（公共下水道の維持又は修繕）
第七条の二 　公共下水道管理者は、公共下水道を良好な状態に
保つように維持し、修繕し、もつて公衆衛生上重大な危害が生じ、
及び公共用水域の水質に重大な影響が及ぶことのないように努め
なければならない。
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施設の管理方法に関する考え方
インフラ長寿命化基本計画（平成２５年１１月） インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議

① 予防保全型維持管理の導入

中長期的な維持管理・更新等に係るトータルコストを縮減し、予算を平準化していくためには、インフラの長寿命化
を図り、大規模な修繕や更新をできるだけ回避することが重要である。このため、施設特性を考慮の上、安全性や経
済性を踏まえつつ、損傷が軽微である早期段階に予防的な修繕等を実施することで機能の保持・回復を図る「予防
保全型維持管理」の導入を推進する。

○管理方法の考え方の例 下水道事業のストックマネジメント実施に関するガイドライン-2015 年版-

施設状況の把握や劣化予測が
困難な管路等の埋設構造物等。

点検等により劣化状況の把握が可能な
水道施設（管路等の埋設構造物等除く）。

予備設備が整備されたポン
プ施設等

15



管路の更新基準（実使用年数）の設定例

水道統計の管種区分
更新基準の初期
設定値（法定耐
用年数）

実使用年数の設定値例

事故率、耐震性能を考慮した更
新基準としての一案*

鋳鉄管（ダクタイル鋳鉄管は含まない）

40年

40年～50年 50年

ダクタイル鋳鉄管 耐震型継手を有する

60年～80年

80年

ダクタイル鋳鉄管 Ｋ形継手等を有するもののうち良
い地盤に布設されている

70年

ダクタイル鋳鉄管（上記以外・不明なものを含む） 60年

鋼管（溶接継手を有する）
40年～70年

70年

鋼管（上記以外・不明なものを含む） 40年

石綿セメント管 40年 40年

硬質塩化ビニル管（ＲＲロング継手等を有する）

40年～60年

60年

硬質塩化ビニル管（ＲＲ継手等を有する） 50年

硬質塩化ビニル管（上記以外・不明なものを含む） 40年

コンクリート管 40年 40年

鉛管 40年 40年

ポリエチレン管（高密度、熱融着継手を有する）
40年～60年

60年

ポリエチレン管（上記以外・不明なものを含む） 40年

ステンレス管 耐震型継手を有する
40年～60年

60年

ステンレス管（上記以外・不明なものを含む） 40年

その他（管種が不明のものを含む） 40年 40年

水道管路における維持管理に関する考え方

⇒点検による劣化予測が困難な埋設構造物のため、各自治体にて設定した実使用年数で更新を行
う。

水道管路における「維持管理」の実施の考え方

(出典) 簡易支援ツールを使用したアセットマネジメントの実施マニュアルVer2.0 16



点検方法 健全性評価 点検サイクル 根拠法令

堤防、可動堰、
水門、樋門等

目視点検 4段階 毎年

○河川法

第十五条の二 　河川管理者又は許可工作物の管理者は、河川管理施設又は許可工作物を良好な状態に保つように維持

し、修繕し、もつて公共の安全が保持されるように努めなければならない。

○河川法施行令

第九条の三

二 　河川管理施設等の点検は、河川管理施設等の構造等を勘案して、適切な時期に、目視その他適切な方法により行うこ

と。

三 　前号の点検は、ダム、堤防その他の国土交通省令で定める河川管理施設等にあつては、一年に一回以上の適切な頻

度で行うこと。

計測記録確認
目視点検等

4段階 概ね３年 ○通知で規定

現地調査
劣化・損傷調査等

5段階 30年 ○通知で規定

処理場・ポンプ場
（機器毎）

目視等 5段階 適切な時期

○下水道法

第七条の二 　公共下水道管理者は、公共下水道を良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつて公衆衛生上重大な危害

が生じ、及び公共用水域の水質に重大な影響が及ぶことのないように努めなければならない。

○下水道法施行令

第五条の十二

二 　公共下水道等の点検は、公共下水道等の構造等を勘案して、適切な時期に、目視その他適切な方法により行うこと。

管路
（スパン毎）

目視等 3段階 5年

○下水道法施行令

第五条の十二

三 　前号の点検は、下水の貯留その他の原因により腐食するおそれが大きいものとして国土交通省令で定める排水施設

にあつては、五年に一回以上の適切な頻度で行うこと。

道路
分野

橋梁、トンネル等 近接目視 4段階 5年

○道路法

第四十二条 　道路管理者は、道路を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつて一般交通に支障を及ぼさないよう

に努めなければならない。

○道路法施行令

第三十五条の二

二 　道路の点検は、トンネル、橋その他の道路を構成する施設若しくは工作物又は道路の附属物について、道路構造等を

勘案して、適切な時期に、目視その他適切な方法により行うこと。

○道路法施行規則

第四条の五の五

一 　トンネル、橋その他道路を構成する施設若しくは工作物又は道路の附属物のうち、損傷、腐食その他の劣化その他の

異状が生じた場合に道路の構造又は交通に大きな支障を及ぼすおそれがあるもの（以下この条において「トンネル等」とい

う。）の点検は、トンネル等の点検を適正に行うために必要な知識及び技能を有する者が行うこととし、近接目視により、五

年に一回の頻度で行うことを基本とすること。

港湾
分野

港湾施設
陸上・海上から目視

及び計測等
4段階 5年以内

○港湾法

第五十六条の二の二  　水域施設、外郭施設、係留施設その他の政令で定める港湾の施設（以下「技術基準対象施設」と

いう。）は、他の法令の規定の適用がある場合においては当該法令の規定によるほか、技術基準対象施設に必要とされる

性能に関して国土交通省令で定める技術上の基準（以下「技術基準」という。）に適合するように、建設し、改良し、又は維持

しなければならない。

２  　前項の規定による技術基準対象施設の維持は、定期的に点検を行うことその他の国土交通省令で定める方法により

行わなければならない。

○技術基準対象施設の維持に関する必要な事項を定める告示(平成26年3月28日公布・施行)

・定期点検診断は、５年以内ごとに、人命、財産又は社会経済活動に重大な影響を及ぼすおそれがある施設にあっては、３

年以内ごとに行うこと

・詳細な定期点検診断を、適切に行うこと

・日常点検及び臨時点検診断を行うこ

施設分野

河川
分野

ダム

下水道
分野

【点検の方法・時期】⇒他の社会資本と同様に、「適切な時期に、目視等適切な方法」で実施することを
基本とし、「水道維持管理指針（日本水道協会）」等を用いて、水道事業者が
各施設の特性に応じて、具体的内容を規定。

【点検の程度】⇒「施設・設備の状態を把握するとともに、異常の有無を確認する」ことを基本とする。

水道における「点検」の実施の考え方

水道施設における点検に関する考え方①
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水道施設における点検に関する考え方②

18

水道施設の日常的な運転管理
・建設あるいは整備された水道施設を日常的に運転管理及び維持管理する。
・需要者等から寄せられた情報提供（苦情等を含む。）に対する緊急対応を行う。
・計測された施設の運転データや苦情履歴等を管理台帳や情報管理データベースに蓄積する。

定期的な点検調査
・水道施設を定期的に点検調査し、施設の状態を把握する。
・点検調査の結果、著しく劣化が進行している場合には緊急対応として補修等を行い、機能の正常化を図る。
・点検調査により得られたデータを管理台帳や情報管理データベースに蓄積する。

水道施設の診断と評価
・水道施設の機能や劣化状況を診断し、健全性を評価する。
・水道施設の健全性に関する診断や評価結果を台帳や情報管理データベース等に蓄積する。

ミクロマネジメントの構成要素と点検の規定

各施設の点検調査

(出典) 水道事業におけるアセットマネジメント（資産管理）に関する手引き



水道施設における日常点検、定期点検の例
浄水施設（急速濾過池）の点検実施要領例

（出典：水道維持管理指針2006）

    点検種別 
点検 
対象機器 

日常巡視点検 定 期 点 検 

点検 
方法 周期 点検項目 

点検 
方法 周期 点検項目 

受 
 

 
 

 
 

電 
 

 
 

 
 

設 
 

 
 

 
 

備 

引込線等 
（電線、ケー
ブル、支持物、
支線、腕木（腕
金）、がいし
等） 

目視 1 月 
 
 

1 月 
 
 

1 月 
 
 
 

1 月 
 

1 月 
 

1 月 
 
 

1 月 
 

1 月 

1．架空電線 
損傷、たるみ、他の工作物・
植物との離隔 
2．支持物等 
損傷、脱落、汚損、腐朽、傾
斜 
3．ケーブル本体及び端末部 
損傷、変形、汚損、腐食、
他の工作物との離隔、コン
パウンド漏れ 

4．接続箇所 
変色 

5．ケーブル保護管 
損傷、腐食 

6．吊架線 
損傷、たるみ、外れ､支持点
間隔 

7．接地線 
損傷、外れ、断線 

8．マンホール 
損傷 

目視 
触手 
測定 

1 年 
 
 

1 年 
 
 

1 年 
 
 
 

1 年 
 

1 年 
 

1 年 
 
 

1 年 
 

1 年 
1 年 
 

1 年 

1．架空電線 
損傷、たるみ、他の工作物・
植物との離隔 
2．支持物等 
損傷、脱落、汚損、腐朽、傾
斜 
3．ケーブル本体及び端末部 
損傷、変形、汚損、腐食、他
の工作物との離隔、コンパウ
ンド漏れ 
4．接続箇所 
過熱、変色、ゆるみ 
5．ケーブル保護管 
損傷、腐食 
6．吊架線 
損傷、たるみ 、外れ、支持点
間隔 
7．接地線 
損傷、たるみ、外れ、断線 

8．埋設表示 
9．マンホール 
損傷、浸水 
10．絶縁抵抗測定 

断路器 

（断路器、ピ
ラージスコン
等） 

目視 1 月 

 
1 月 
 

1 月 

1．本体 

損傷、変形、汚損 
2．接続箇所 
変色 
3．接地線 
損傷、外れ、断線 

目視 

触手 
測定 

1 年 

 
 
 
 

1 年 
 

1 年 
 

1 年 

1．本体 

損傷、変形、亀裂、変色、過
熱、ゆるみ、汚損、摩耗、固
定子と可動子の接触状態、ク
ラッチの機能 
2．接続箇所 
過熱、変色、ゆるみ 

3．接地線 
損傷、ゆるみ、外れ、断線 
4．絶縁抵抗測定 

遮断器、 
開閉器 
（高圧交流負
荷開閉器、遮
断器、油入開
閉器、プライ
マリーカット
アウト等） 

目視 
聴覚 
臭覚 

1 月 
 
 
 
 

1 月 
 

1 月 

1．本体 
損傷、変形、亀裂、過熱、異
音、異臭、汚損、発錆、腐食、
漏油、油量、開閉表示（指示、
点灯） 
2．接続箇所 
変色 
3．接地線 
損傷、外れ、断線 

目視 
聴覚 
臭覚 
触手 
測定 

1 年 
 
 
 
 
 
 

1 年 
 

1 年 
 

1 年 
1 年 
 

必要時 

 
1 年 
 

1 年 

1．本体 
損傷、変形、亀裂、過熱、変
色、異音、異臭、ゆるみ、汚
損、発錆、腐食､漏油、固定、
固定子と可動子の接触状態、
開閉表示(指示、点灯)、操作
機構の不良、操作ひもの切れ 
2．接続箇所 
過熱、変色､ゆるみ 
3．接地線 
損傷、ゆるみ、外れ、断線 
4．ヒューズ定格電流の確認 
5．接触子の消耗量測定(VCB
の場合) 
6．絶縁油 

油量、変色、汚損 
7．遮断器の動作試験 
(保護継電器との連動) 
8．絶縁抵抗測定 

計器用変成器 
(計器用変圧
器 
変流器、零相
変流器等) 

目視 
聴覚 
臭覚 

1 月 
 
 

1 月 
 

1 月 

1．本体 
損傷、亀裂、異音、異臭、汚
損 
2．接続箇所 
変色 
3．接地線 
損傷、外れ、断線 

目視 
聴覚 
臭覚 
触手 
測定 

1 年 
 
 
 

1 年 
 

1 年 
 

1 年 
 

1 年 

1．本体 
損傷、亀裂、過熱、異音、異
臭、ゆるみ､汚損､零相変流器
セパレート 
2．接続箇所 
過熱、変色、ゆるみ 
3．ヒューズ 
溶断 
4．接地線 
損傷、ゆるみ、外れ、断線 
5．絶縁抵抗測定 

変圧器 目視 
聴覚 
臭覚 

1 月 
 
 
 
 

1 月 
 

1 月 
 

1 月 

1．本体 
損傷、変形、亀裂、温度、過
熱、異音、異臭、汚損、腐食、
漏油、振動、油量、シリカゲ
ルの変色 
2．接続箇所 
変色 
3．接地線 
損傷、外れ、断線 
4．PCB 使用・保管の表示 

目視 
聴覚 
臭覚 
触手 
測定 

1 年 
 
 
 
 

1 年 
 

1 年 
 

1 年 
必要時 

 
1 年 

1．本体 
損傷､変形､亀裂､温度､過熱､
異音、異臭､汚損､腐食､漏油､
振動、固定、シリカゲルの変
色､酸化防止剤の交換 
2．接続箇所 
過熱、変色、ゆるみ 
3．接地線 
損傷、ゆるみ、外れ、断線 
4．PCB使用・保管の表示 
5．絶縁油 
油量、変色、汚損 
6．絶縁抵抗測定 

避雷器 目視 1 月 
 

1 月 
 

1 月 

1．本体 
損傷、亀裂、汚損 
2．接続箇所 
変色 
3．接地線 
損傷、外れ、断線 

目視 
触手 
測定 

1 年 
 

1 年 
 

1 年 
 

1 年 

1．本体 
損傷、亀裂、ゆるみ、汚損 
2．接続箇所 
過熱、変色、ゆるみ 
3．接地線 
損傷、ゆるみ、外れ、断線 

4．絶縁抵抗測定 

 

受電設備の点検実施要領例

    点検種別 
点検 
対象機器 

日常巡視点検 定 期 点 検 

点検 
方法 周期 点検項目 

点検 
方法 周期 点検項目 

受 
 

 
 

 

電 
 

 
 

 

設 
 

 
 
 

備 

高圧コンデン
サ、 

直列リアクト
ル、 
放電コイル 

目視 
聴覚 

臭覚 

1 月 
 

 
 
1 月 

 
1 月 
 
1 月 

1．本体 
損傷、変形、亀裂、過熱、異

音、異臭、汚損、腐食、漏油、
ふくらみ 
2．接続箇所 

変色 
3．接地線 
損傷、外れ、断線 
4．PCB 使用・保管の表示 

目視 
聴覚 

臭覚 
触手 
測定 

1 年 
 

 
 

1 年 

 
1 年 
 

1 年 
1 年 

1．本体 
損傷、変形、亀裂、過熱、異

音、異臭、汚損、腐食、漏油、
ふくらみ、固定 
2．接続箇所 

過熱、変色、ゆるみ 
3．接地線 
損傷、ゆるみ、外れ、断線 
4．PCB 使用・保管の表示 
5．絶縁抵抗測定 

母線  
 
 
 
 
 

 
（バスダクト） 

目視 1 月 
 

1 月 

1．母線 
たるみ、被覆損傷 
2．支持がいし等 
損傷、脱落、汚損等 

目視 
触手 
測定 

1 年 
 
 

1 年 
 

1 年 

1．母線、クランプ等 
損傷、過熱、たるみ、ゆるみ、
腐食、被覆損傷 
2．支持がいし等 
損傷、亀裂、脱落、汚損 
3．絶縁抵抗測定 

    1 年 4．ダクト等（接地線） 
損傷、ゆるみ、外れ、断線 

配電盤 
（制御 回路 、 

電圧計、 
電流計、 
パイロットラ
ンプ、 
漏 電遮 断 器 、
刃 形開 閉 器 、ヒ

ュ ー ズ 、
地 絡継 電 器 、過
電流継電器等) 

目視 1 月 
 

1 月 
 

1 月 
 
 
 

 
 

1 月 

 
 

1 月 

 
 
 
 
 
 

1 月 

1．指示計器 
指示状態、損傷、汚損 

2．表示灯 
不点、損傷、汚損 
3．開閉器等 
損傷、過熱、変色、外れ、汚
損、腐食、接続方法不良 
 

 
 
4．接地線 

損傷、外れ、断線 
 
5．保護継電器 

損傷、汚損、整定値及び動作
表示の確認 
 
 
 
 
6．配電盤等 
点検用スペース 

目視 
触手 

測定 

1 年 
 

1 年 
 

1 年 
 
 

1 年 

 
 

1 年 

 
1 年 
1 年 

 
 
 
 
 
 

1 年 

1．指示計器 
指示状態、損傷、汚損 

2．表示灯 
不点、損傷、汚損 
3．開閉器等 
損傷、過熱、変色、ゆるみ、
外れ、汚損、腐食、接続方法 
4．裏面配線 

損傷、過熱、変色、断線、汚
損、端子のゆるみ 
5．接地線 

損傷、ゆるみ、外れ、断線 
6．絶縁抵抗測定 
7．保護継電器 

損傷、汚損、整定値及び動作
表示の確認、動作試験、（整定
タップによる試験・遮断器と
の連動） 
 
 
8．配電盤等 
点検用スペース 

接地装置 目視 1 月 
 

1 月 

1．端子 
損傷、腐食 
2．接地線 

損傷、外れ、断線 

目視 
触手 
測定 

1 年 
 

1 年 

 
1 年 

1．端子 
損傷、ゆるみ、腐食 
2．接地線 

損傷、外れ、断線 
3．接地抵抗測定 

配 

電 

設 

備 

配電線路 
（電線、ケーブ
ル等） 

受電設備に準ずる 受電設備に準ずる 

断路器、遮断
器、開閉器、変

圧器、その他高
圧機器 

受電設備に準ずる 受電設備に準ずる 

接地装置 受電設備に準ずる 受電設備に準ずる 

負 
 
 

荷 
 

 

設 
 

 

備 

電動機 目視 

聴覚 
臭覚 

1 月 

 
 

1 月 

1．本体 

損傷、異音、異臭、汚損、振
動 
2．接地線 

損傷、外れ、断線 

目視 

聴覚 
臭覚 
測定 

1 年 

 
1 年 
 

1 年 
1 年 

1．本体 

損傷､異音、異臭、汚損、振動 
2．接地線 
損傷、ゆるみ、外れ、断線 

3．絶縁抵抗測定 
4．接地抵抗測定 

照明設備 目視 
聴覚 

1 月 
 

 
1 月 

1．本体 
損傷、変形、変色、異音、脱

落、汚損、防湿、防水、不点 
2．接地線 
損傷、外れ、断線 

目視 
聴覚 

触手 
測定 

1 年 
 

 
1 年 
 

1 年 

1．本体 
損傷、変形、変色、異音、脱

落、汚損、防湿、防水、不点 
2．接地線 
損傷、ゆるみ、外れ、断線 

3．絶縁抵抗測定 
配線及び配線

器具 

目視 

聴覚 
臭覚 

1 月 

 
 

1 月 
 
 
 

1 月 
 
 

1 月 

1．開閉器、配線器具等 

損傷、過熱、変色、異音、異
臭、脱落、汚損、腐食 
2．配線 
電線の被覆損傷、接続方法 
 
 
3．漏電遮断器及び漏電火災警
報器 
テストボタンによる動作確認 

 
4．分電盤、操作盤等 
操作・点検用スペース 

目視 

聴覚 
臭覚 
触手 
測定 

1 年 

 
 

1 年 
 

1 年 
 

1 年 
 

1 年 

1 年 

1．開閉器、配線器具等 

損傷､過熱､変色､異音､異臭、
ゆるみ、脱落､外れ､汚損､腐
食､摩耗 
2．配線 
電線の被覆損傷、接続方法 
3．過負荷保護装置 
整定値確認 
4．漏電遮断器及び漏電火災警
報器 

テストボタンによる動作確認 
5．絶縁抵抗測定 
6．分電盤、操作盤等 

操作・点検用スペース 

 

設備 
日 常 点 検 定 期 点 検 

周 期 点 検 内 容 周 期 点 検 内 容 

重
力
式
開
放
形
濾
過
池
（
砂
単
層
及
び
多
層
濾
過
池
） 

必要の都度

 
 

1．濾過池水位の確認 

 
 

 

2～6 箇月 

 
 

 

1．周壁、トラフ、洗浄排

水桶等の付着物の点検、
清掃 

洗浄時の膨

張濾層が表
面洗浄管に

達しない状

態

 
毎  日 

 

 

2．濾過水量、濾過速 度、

濾過損失水頭、濾過持続

時間の確認 

2～ 3 年 

 

 

2．コンクリート防水層の

き裂、劣化、漏水の有無 

濾層厚の

～
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0.70mm

毎  日 3．濾過水水質の確認 

（濁度、pH 値、アルカ

リ度、残留塩素等） 

 

1～ 3 年 

 

 

 

3．濾層の調査（濾材の汚

れ、マッドボールの発

生、有効径及び均等係

数、濾層厚等） 

 4．空気源設備については

11.10.2 空気源設備参

照 

1～ 3 年 

1 年 

 

4．砂利層の移動の有無 

5．濾過水量調節装置、 

濾過損失水頭計等の作

動状態 

10～15 年 6．下部集水装置の状況 

7．水位計、流量計につい

ては、12.7 計測機器の

保守参照 

8．空気源設備について

は、11.10.2 空気源設 

備参照 

必要の都度

 

 

5．洗浄水量、洗浄時 間

の確認 

 

2～6 箇月 

 

 

9．表面洗浄装置の損傷の

有無（特に回転式表面洗

浄管の回転数確 認） 

3 ～ 4 日 

 

 

 

 

 

6．洗浄状況の監視 （濾

層の膨張率、濾材の流

出、空気障害の有無、洗

浄装置の故障、洗浄後の

濾層面の陥没の有無）  

2～ 3 年 10．高架水槽内の塗装状

態 

 

 

 

 

必要の都度 7．洗浄排水濁度の確 認 

 

8．真空ポンプについ て

は、11.10.3 真空ポンプ

設備参照 

 11．洗浄ポンプ、真空ポ

ンプについては11.5ポ

ンプ・電動機の管理、

11.10.3 真空ポンプ設

備参照 

運転時 9．電動弁類の電流値、 

油量の確認及び振 動、

漏水、油漏れの有無 

 12．電動弁については 

11.6 バルブ類の管理参

照 

 

13．空気洗浄設備につい

ては 11.10.2 空気源設

備参照 
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水道施設の運転管理、点検調査、診断・評価に関する指針等

①水道施設の日
常的な運転管理

③水道施設の
診断と評価

②定期的な
点検調査

①②⇒水道維持管理指針２００６（H18,日本水道協会）
② ⇒簡易水道維持管理マニュアル

（H18,全国簡易水道協議会）
③ ⇒水道施設更新指針（H17,日本水道協会）

水道施設機能診断マニュアル
（H23,水道技術研究センター）

水道施設のミクロマネジメント（日常的な運転管理、点検調査、診
断・評価）の実施を支援するための手引き、マニュアル類は整備。

水道施設の点検については、「水道維持管理指針」等により、具
体的な点検方法の検討が可能。

指針・マニュアル等

20



水道施設における点検結果の保存に関する考え方

【保存期間】

○道路法施行規則においては、点検等の結果を、当該施設が利用されている期間中は保
存すること を規定。

○河川法施行規則、下水道法施行規則においては、点検を行った結果を、次の点検を行う
までの期間保存することを規定。

○水道においては、点検結果を用いて施設の診断評価を行い、劣化の進行状況を把握する
ため、河川及び下水道の規定と同様に、「次の点検までの期間保存する」ことを基本とする。

水道における点検結果の保存

道路法施行規則 河川法施行規則 下水道法施行規則
（道路の維持又は修繕に関する技術的基準等）
第四条の五の五 　令第三十五条の二第二項 の国土交通省令で定
める道路の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項
は、次のとおりとする。
一 　トンネル、橋その他道路を構成する施設若しくは工作物又は道
路の附属物のうち、損傷、腐食その他の劣化その他の異状が生じた
場合に道路の構造又は交通に大きな支障を及ぼすおそれがあるもの
（以下この条において「トンネル等」という。）の点検は、トンネル等の
点検を適正に行うために必要な知識及び技能を有する者が行うことと
し、近接目視により、五年に一回の頻度で行うことを基本とすること。
二 　前号の点検を行つたときは、当該トンネル等について健全性の
診断を行い、その結果を国土交通大臣が定めるところにより分類する
こと。
三 　第一号の点検及び前号の診断の結果並びにトンネル等につい
て令第三十五条の二第一項第三号 の措置を講じたときは、その内
容を記録し、当該トンネル等が利用されている期間中は、これを保存
すること。

（河川管理施設等の維持又は修繕に関する技術的基準等）
第七条の二 　令第九条の三第一項第三号 の国土交通省令で定め
る河川管理施設等は、次に掲げるものとする。
一 　ダム（土砂の流出を防止し、及び調節するため設けるもの並びに
基礎地盤から堤頂までの高さが十五メートル未満のものを除く。）
二 　堤防（堤内地盤高が計画高水位（津波区間にあつては計画津波
水位、高潮区間にあつては計画高潮位、津波区間と高潮区間とが重
複する区間にあつては計画津波水位又は計画高潮位のうちいずれ
か高い水位）より高い区間に設置された盛土によるものを除く。）
三 　前号に掲げる堤防が存する区間に設置された可動堰
四 　第二号に掲げる堤防が存する区間に設置された水門、樋門その
他の流水が河川外に流出することを防止する機能を有する河川管理
施設等
２ 　令第九条の三第二項 の国土交通省令で定める河川管理施設等
の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、同条第
一項第二号 の規定による点検（前項各号に掲げる河川管理施設等
に係るものに限る。）を行つた場合に、次に掲げる事項を記録し、これ
を次に点検を行うまでの期間（当該期間が一年未満の場合にあつて
は、一年間）保存することとする。
一 　点検の年月日
二 　点検を実施した者の氏名
三 　点検の結果（可動部を有する河川管理施設等に係る点検につい
ては、可動部の作動状況の確認の結果を含む。）

（公共下水道又は流域下水道の維持又は修繕に関する技術上の基
準等）
第四条の四 　令第五条の十二第一項第三号 に規定する国土交通
省令で定める排水施設は、暗渠である構造の部分を有する排水施設
（次に掲げる箇所及びその周辺に限る。）であつて、コンクリートその
他腐食しやすい材料で造られているもの（腐食を防止する措置が講
ぜられているものを除く。）とする。
一 　下水の流路の勾配が著しく変化する箇所又は下水の流路の高
低差が著しい箇所
二 　伏越室の壁その他多量の硫化水素の発生により腐食のおそれ
が大きい箇所
２ 　令第五条の十二第二項 に規定する国土交通省令で定める公共
下水道又は流域下水道の維持又は修繕に関する技術上の基準その
他必要な事項は、同条第一項第二号 の規定による点検（前項に規
定する排水施設に係るものに限る。）を行つた場合に、次に掲げる事
項を記録し、これを次に点検を行うまでの期間保存することとする。
一 　点検の年月日
二 　点検を実施した者の氏名
三 　点検の結果
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経営戦略と水道事業のミクロマネジメント（更新需要と財政収支の見通し試算）の関係

○経営戦略策定ガイドライン（水道事業）の記載事項とアセットマネジメントの関係を記載

○計画期間の設定の考え方に差異はあるものの、経営戦略とアセットマネジメント
（更新需要と財政収支の見通しの試算）は同類の検討である。

○このため、経営戦略が策定・公表された場合には、更新需要や財政収支の見通し
の公表がなされたものとすることができる。 22



埼玉県秩父市では、事業計画や財政状況と今後の見通し等を踏まえ、施設更新等に必要な財源を
確保するため、平成26年度に料金改定を実施する対策が取られている。

PPT出典：秩父市 水道事業の現状・将来像についての説明会（平成26年5月19日～30日）資料から抜粋

現状の水道施設が抱える問題が顕在化（施設の耐震化率が低い、老朽化が進行し、漏水事故が多発・有収率が低下）し、安定給水のため
の投資が急務。

人口減少により給水料収入は継続的に減
少し、投資に必要な財源が不足。

必要な投資と健全な事業運営のためには35％の値上げが必要との試算。一般会計による
負担も含めて様々な料金値上げを試算を試算し、住民説明等を経て17.5％料金値上げ。

アセットマネジメント（更新需要と財政収支の見通し試算）の活用事例
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